
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

信頼性向上と地域経済発展に向けた入札・契約の総合調整事務

経営総務部 契約検査課

・契約事務全般に係る相談及び指導、全庁的な契約事務の総合調整を行います。

・ＩＣＴを活用し、相談対応時の問合わせ受付ボット（ＬＯＧＯチャット）の利用検証、

ＦＡＱ集約・公開にキントーン等の利用検証を行い、相談しやすい環境構築とともに相談

受付機会の平準化による所属職員全員のレベルの向上を図ります。

・地方自治法等を遵守し、透明性・公正性・公平性・競争性を確保した上で入札等を執行

し、結果を公表します。

・「市内事業者優先発注に係る取扱基準」に基づく取組を推進し、地域経済の発展と持続

可能で活力ある地域社会の実現を図ります。

・新採用職員から課⾧級職員まで、階層や受講人数に応じた職員研修の手法（e-

kanagawa電子申請システム、キントーン等）を検討し、実施します。また、担当部署か

らの依頼による出張研修も取り入れながら、入札・契約事務全般の知識向上を図ります。

・入札・契約制度検討委員会を開催し、本市の入札・契約制度について検討、見直し等を

行い、さらなる信頼性の確保を図ります。また、必要に応じて例規等を改正します。

・競争入札参加資格者名簿の定期申請（２年度毎）及び随時申請の受付・審査を行いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月

「市内事業者優先発注に係る取扱基準」に基づく取組の推進 通知等発送

9月
10

月

11

月
3月

契約事務全般に係る相談及び指導、全庁的な契約事務の総合調整 相談・問合せ対応
入札の執行・結果の公表 事務作業全般

12

月
1月 2月

職員研修の実施・検証 職員向け研修
入札契約制度検討委員会 庁内調整・会議
例規改正等の実施 庁内調整・会議
競争入札参加資格者名簿申請の受付（審査） 申請等受付
入札・契約事務の改善・効率化の推進 事務作業全般



・地方自治法

（契約の締結）

第234条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又

はせり売りの方法により締結するものとする。

・茅ヶ崎市契約規則全般

あり
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入札・契約事務の電子化推進事業

経営総務部 契約検査課

・デジタル・トランスフォーメーション推進方針に基づき、入札・契約事務の電子化を図

り、非対面・非来庁型行政サービスの推進と業務の効率化を図ります。

・かながわ電子入札共同システムの全庁利用を促進し、入札執行の電子化を図ります。

・かながわ電子入札共同システムの運用（電子入札事業部会、電子入札担当者連絡会（年

2回））において、現状のシステム改善、次期システムへの提言を行い、利便性の向上を

図ります。

・電子契約サービスの利用促進を図るとともに、サービスの拡張性を検討し、更なる事務

効率化を図ります。

・かながわ電子入札システム、電子契約サービス、その他電子ツールの活用により、入

札・契約事務全般の電子化を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

電子契約サービスの全庁への利用拡大及び支援 事務作業全般

9月
10

月

11

月

電子入札システムの全庁への利用拡大及び支援 事務作業全般
かながわ電子入札共同システムの運用 事務作業全般

電子契約サービスの次年度へ向けた調査・検討 検討
電子ツールを活用した内部事務の電子化の推進 庁内調整・会議



・デジタル社会形成基本法

あり
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工事等に係る契約及び検査事務

経営総務部 契約検査課

・計画的な工事発注の進行管理と、施工時期の平準化を図ります。

・法や制度の改正に伴う諸課題について、庁内検討会議や関係団体との意見交換を行い、

調整を図ります。

・工事等に係る入札において、「市内事業者優先発注に係る取扱基準」に基づく取組を推

進し、地域経済の発展と持続可能で活力ある地域社会の実現を図ります。

・工事等に係る入札・契約制度の改善・効率化の推進のため、入札・契約制度検討委員会

を開催し、各制度について検討、見直し等を行い、さらなる信頼性の確保を図ります。ま

た、必要に応じて例規等を改正します。

・契約の適正な履行の確保、給付完了の確認、請負業者の適正な選定及び指導育成を図る

ために、工事及び工事に伴う委託業務について完成検査を行います。

・受注者の法規遵守、市内事業者の育成、発注工事の質の向上を目的に工事の現場巡視を

行います。また、適正な工事の執行状況を確認するため、一定規模以上の工事について巡

視を強化します。

・受注者の施工技術及び意欲の向上を図り、本市発注工事の品質向上及び適正な施工に資

することを目的に、優良な建設工事を表彰します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

課題検討調整会議 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

工事発注の進行管理・平準化 事務作業全般
低入札価格調査委員会 庁内調整・会議

事業者との意見交換会 庁外調整・会議
入札制度の改善・効率化の推進 庁内調整・会議
見積単価等公表手法の検証 庁内調整・会議
週休2日制の土木工事試行実施及び検証 庁内外調整・会議
週休2日制の営繕工事試行実施及び検証 庁内調整・会議

工事等契約・検査事務の改善・効率化の推進 事務作業全般

巡視及び工事検査 事務作業全般
工事検査員の研修実施・マニュアル等作成 事務作業全般
優良建設工事選考会議・表彰式 事務作業全般
多様な入札方式の実施 事務作業全般



・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 全般

（工事検査の根拠）

・地方自治法 第２３４条の２第１項

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第１８条第２項第６号

・茅ヶ崎市工事検査規程 第３条第３項

・茅ヶ崎市請負工事成績評定基準 第２条

 (工事発注の平準化の根拠)

・公共工事の品質確保の促進に関する法律 第７条第１項第１０号

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第１８条第２項第５号

あり
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物品購入等に係る契約及び受入検査事務

経営総務部 契約検査課

・各課かいからの物品購入依頼に基づき、物品購入や四半期物品の取りまとめ及び契約業

務を行います。

・事務全般について、既に取り組んでいる、メールでの見積もり合わせ、e-kanagawa電

子申請システムの利用による集計作業、財務起案時のＲＰＡ利用等、現行の規則内ででき

る最大限の合理化を継続し、全庁事務の省力化に貢献します。

・契約の適正な履行を確保するため、厳格な受入検査を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

受入検査事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

物品購入等契約事務 事務作業全般
四半期物品購入事務 事務作業全般

物品購入等契約・検査事務の改善・効率化の推進 事務作業全般



・地方自治法

（契約の締結）

第234条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又

はせり売りの方法により締結するものとする。

・茅ヶ崎市契約規則全般

・茅ヶ崎市物品会計規則全般

あり


